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(57)【要約】
【課題】　今までにない態様で遊び手に驚きや面白味を
感じさせることができる食事遊び玩具を提供すること。
【解決手段】　食事遊び玩具は、食器に盛られた料理を
模した料理玩具を備える。料理玩具は、料理玩具の外殻
をなす外殻部と、外殻部の内周側に、元部側を固定され
て収容され、外殻部に設けられた開口部に挿通されて外
殻部表面側に先端側が露出するように配置される具材部
と、を備える。具材部は、先端側が把持されてけん引さ
れると開口部から繰り出されるように構成される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
食器に盛られた料理を模した料理玩具を備える食事遊び玩具であって、
　前記料理玩具は、
前記料理玩具の外殻をなす外殻部と、
前記外殻部の内周側に、元部側を固定されて収容され、前記外殻部に設けられた開口部に
挿通されて前記外殻部表面側に先端側が露出するように配置される具材部と、
を備え、
　前記具材部が、前記先端側が把持されてけん引されると前記開口部から繰り出されるよ
うに構成される
　ことを特徴とする食事遊び玩具。
【請求項２】
けん引力の解除時に繰り出された前記具材部を前記外殻部の内周側に引き込む引き込み機
構を備えることを特徴とする、請求項１に記載の食事遊び玩具。
【請求項３】
前記引き込み機構が、
前記具材部の元部側を固定させて、前記具材部を巻き取る巻き取り部と、
前記巻き取り部の回転軸周りに、巻き取り部と一体的に回転自在に支持されるピニオン部
と、
前記ピニオン部と噛合するラック部と、
前記ラック部を、前記具材部を巻き取る方向に付勢する付勢手段と、
　を備えて構成されることを特徴とする請求項２に記載の食事遊び玩具。
【請求項４】
前記具材部の前記先端側に、前記料理玩具の外殻部表面側における前記開口部の周縁に係
止される係止部が設けられることを特徴とする、請求項２または請求項３のいずれかに記
載の食事遊び玩具。
【請求項５】
前記具材部をけん引する食事用把持具をさらに備え、前記具材部の前記先端側に、前記食
事用把持具と着脱可能に係合する係合部が設けられることを特徴とする請求項１乃至請求
項４に記載の食事遊び玩具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人形等を相手に食物を与える真似をする遊びができる食事遊び玩具に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　小さな子供が好む遊びの一つとして、人形やぬいぐるみをお世話する「お世話遊び」が
ある。小さな子供がお世話するのに適した、手触りの良い柔らかな人形は子供向け玩具と
して人気が高い。そのような人形を使って、子供は、自分が親にしてもらうような、抱っ
こしてあやしたり、着替えをさせたり、お風呂に入れたり、食べ物を与えたり等の世話の
真似をして遊ぶ。
【０００３】
　そのようなお世話遊びのうち、食べ物を与える真似をする食事お世話遊びの用に供せら
れる食事遊び玩具が種々知られている。特許文献１に開示される食事遊び玩具では、内部
にマグネットが埋設された、肉や卵を模した模擬食品を、先端側にマグネットが埋設され
た箸やフォーク等の食事用把持具により吸着可能とするように構成されている。これによ
り、遊び手である子供が実際には箸やフォーク等の食事用把持具をまだ上手く使いこなせ
ない場合でも、食べ物を食事用把持具により把持し、人形等に与える食事お世話行動を模
擬体験することができる。
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【０００４】
　特許文献２に開示された食事遊び玩具は、内部に模擬食品が配置された食品内蔵把持具
（具体的には、スプーン）と、容器体と、からなり、容器体は、スプーンを挿入可能に構
成されている。模擬食品は、食品内蔵把持具（スプーン）本体の内部に、スプーン本体に
対して摺動可能に設けられるスライド部材の先端部に配置され、スライド部材の摺動に伴
い、スプーン先端側から出没可能に構成されている。該スライド部材は、スプーン本体内
部に引き込まれる方向に付勢されており、その付勢力に抗してスプーン先端側に摺動され
、模擬食品がスプーン先端側に出現した際、その出現位置で仮係止されるように構成され
ている。この仮係止は、模擬食品に押圧力を付与すると解除されるように構成されている
。一方、容器体の内部には、挿入されたスプーンのスライド部材に係合する係止部が設け
られ、挿入されたスプーンを引き抜く時に、該係止部がスプーンのスライド部材に係合し
て、スプーン先端側に引っ張り、そして係合を解除されるように構成されている。これに
より、スプーンを容器体に挿入後、引き抜くと、容器体内部に設けられた係止部がスプー
ンのスライド部材に係合して引っ張るため、スライド部材がスプーン本体に対してスプー
ン先端側方向に摺動し、模擬食品がスプーン先端側に出現してその位置に仮係止される。
その様子はあたかも容器から模擬食品が取り出された感を呈するから、遊び手に驚きと面
白味を感じさせることができる。そして、模擬食品を人形等の口元に接近させて、模擬食
品に押圧力が加えられると、仮係止が解除されて模擬食品はスライド部材ごとスプーン本
体の内部に引き込まれるため、あたかも人形等が模擬食品を食べたかのような楽しい感覚
を子供が体験することができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公平６－３６８８０号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０７９１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらの玩具は、人形等に食べ物を与える世話をするという感覚を遊び手である子供に
体験させられるものであるものの、この世に紹介されてから長い時間が経っており、それ
らとはまた異なる興趣性を持った、新しい食事遊び玩具が求められていた。
【０００７】
　そこで本発明は、今までにない態様で遊び手に驚きや面白味を感じさせることができる
食事遊び玩具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る食事遊び玩具は、食器に盛られた料理を模した料理玩具を備える食事遊び
玩具であって、
　料理玩具は、料理玩具の外殻をなす外殻部と、外殻部の内周側に、元部側を固定されて
収容され、外殻部に設けられた開口部に挿通されて外殻部表面側に先端側が露出するよう
に配置される具材部と、を備え、
　具材部が、その先端側が把持されてけん引されると開口部から繰り出されるように構成
される
　ことを特徴とする。
【０００９】
　このように構成された食事遊び玩具で遊ぶ際には、遊び手が料理玩具の外殻部の表面側
に露出するように配置された具材部の先端側を把持してけん引すれば、具材部が開口部を
経由して外殻部の外方に繰り出される。本物の食材と同じように具材部が伸びてくる様子
は遊び手の意表をつき、今までにない態様で遊び手に驚きや面白味を感じさせることがで
きる。もちろんこれを使って食事お世話遊びを楽しむことができる。また具材部の元部側
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は、料理玩具の外殻部の内周側において固定されており、具材部が外側に繰り出された際
にも、具材部が料理玩具から完全に外れてしまうということはないから、子供が遊んだ際
にも、誤飲などの問題を起こす虞がなく、安全に遊ぶことができる。
【００１０】
　本発明に係る食事遊び玩具では、けん引力の解除時に繰り出された具材部を料理玩具の
外殻部の内周側に引き込む引き込み機構が設けられることが望ましい。これによれば、け
ん引をやめれば具材が自動的に外殻部の内周側に引き込まれるため、具材部を引き出す動
作を続けて繰り返し行うことができ、具材部を人形に与える、または自分で食べる感覚を
現実に近い態様で味わい、楽しむことができる。
【００１１】
　また上述の食事遊び玩具においては、引き込み機構が、具材部の元部側を固定させて、
具材部を巻き取る巻き取り部と、巻き取り部の回転軸周りに、巻き取り部と一体的に回転
自在に支持されるピニオン部と、ピニオン部と噛合するラック部と、ラック部を、具材部
を巻き取る方向に付勢する付勢手段と、を備えて構成されることが望ましい。このように
ラックアンドピニオンを利用した引き込み機構は、組立が容易で、且つピニオン部と噛合
するラック部の移動距離に比して繰り出される具材部の長さを長くすることができるため
、引き込み機構の大きさを抑えつつ、言い換えれば引き込み機構を内蔵する料理玩具の大
きさを抑えつつ、繰り出される具材部の長さを長くできて、遊び手に面白味を感じさせる
ことができる。
【００１２】
　本発明に係る食事遊び玩具ではさらに、具材部の先端側に、料理玩具の外殻部表面側に
おける開口部の周縁に係止される係止部が設けられることが望ましい。この構成では、付
勢手段を利用した引き込み機構により具材部が外殻部の内周側に引き込まれる際にも、具
材部の先端側に設けられた係止部が開口部の周縁に係止され、具材部全体が外殻部内に引
き込まれてしまうという虞がなく、いつでもすぐに具材部を使用して遊ぶことができる。
【００１３】
　さらに本発明に係る食事遊び玩具では、具材部をけん引する食事用把持具を備え、具材
部の先端側に、食事用把持具と着脱可能に係合する係合部が設けられることが望ましい。
この構成によれば、食事用把持具と具材部の先端側の係合部とを係合させて具材部をけん
引することができるから、遊び手に、食事お世話遊びの際や、さらには自分で食べる真似
をする際にも、手掴みではなく食事用把持具を使うという学習をさせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態であるラーメン型玩具の斜視図である。
【図２】図１のラーメン型玩具の平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ部位の断面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ部位の断面図である。
【図５】食品組付体の分解斜視図である。
【図６】巻き取り機構部の斜視図である。
【図７】Ａはフォークの正面図を、Ｂはフォークの側面図を示す。
【図８】通常時の巻き取り機構の状態を示す図であり、Ａは側面図を、Ｂは水平方向断面
図を示す。
【図９】麺部の最大操り出し時の巻き取り機構の状態を示す図であり、Ａは側面図を、Ｂ
は水平方向断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明の望ましい実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　本発明に係る食事遊び玩具Ｒは、食器に盛られた料理を模した料理玩具を備えて構成さ
れるもので、本実施形態における食事遊び玩具Ｒでは、図１及び図２に示すように、料理
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玩具は、具材と共にどんぶりに盛られたラーメンを模したラーメン型玩具１０として構成
される。本実施形態の食事遊び玩具Ｒは、さらに、図３，７及び８に示すように、食事用
把持具としてのフォーク８０を備える。
【００１７】
　料理玩具としてのラーメン型玩具１０は、どんぶり型の容器部１５と、容器部１５に蓋
をする態様で配置され、容器部１５に対して連結される食品組付体２０と、を備える。
【００１８】
　容器部１５は、どんぶり型に形成され、内周側周縁の４箇所に、上下方向に沿って設け
られ、食品組付体２０との連結に使用されるねじ（図符号省略）が挿通されるスリーブ部
１５ａ（図３）が形成されている。
【００１９】
　食品組付体２０は、上面２１ａに後述する具材部が配置される略円盤状のベース部２１
の下面２１ｂ側に、後述する巻き取り機構部７０が組み付けられたものである。
【００２０】
　略円盤状に形成されるベース部２１は、容器部１５に蓋をする態様で、容器部１５の内
周側上部に水平に配置されるものである。本実施形態のベース部２１は、容器部１５に形
成されるスリーブ部１５ａと対応する四箇所に、上下方向に孔が貫通し、下面２１ｂから
下方に突出するスリーブ部２１ｃを備え、図３に示すように、各スリーブ部２１ｃ，１５
ａにねじ（図符号省略）を挿通させて容器部１５と連結されることにより、食品組付体２
０と容器部１５とを連結させる構造としている。このベース部２１と容器部１５とが、料
理玩具としてのラーメン型玩具１０の外殻をなす外殻部１７を構成する。
【００２１】
　ベース部２１の上面２１ａ側は、食品を模した複数の具材部が配置される食品配置部２
３を構成している。本実施形態のラーメン型玩具１０では、具材部として、半割された煮
玉子を模した玉子部３１と、チャーシューを模したチャーシュー部３２と、麺のかたまり
を模した麺部３３（詳しくは、麺先端部３４）と、が食品配置部２３に配置されている。
詳しくは、ベース部２１には、図４及び５に示すように、半割楕円球状に窪む凹部２５と
、円板状に窪む凹部２６と、図１から４に示すように楕円板状に窪む凹部２８と、が設け
られ、凹部２５内に、半割楕円球状に形成される玉子部３１が、凹部２６内に円板状に形
成されるチャーシュー部３２が載置されている。凹部２８には、麺部３３（詳しくは、麺
先端部３４）が載置されている。より詳しくは、凹部２８の底面２８ａには、ベース部２
１の上下を貫通するように細長孔状の開口部２７が形成されており、後述するように麺先
端部３４と長尺部３７とからなる麺部３３が、長尺部３７を開口部２７に挿通させ、麺先
端部３４の下面３４ｂを開口部２７の周縁２７ａに係止させて、麺先端部３４を凹部２８
内に載置させるように配置されている。なおより具体的に説明すると、本実施形態の凹部
２８は、ベース部２１に設けられる貫通孔２９（図５）の直下に、巻き取り機構部７０を
構成する後述する一対の支持板部６１，６３に形成される開口形成部４１が一段下がった
態様で配置されることで形成され、凹部２８の底面２８ａは、開口形成部４１の上面部４
１ａから構成される。
【００２２】
　そして、ベース部２１の上面２１ａには、上面に、メンマ，海苔，キャベツ等のラーメ
ンの具材及び麺の絵が描かれた円形の意匠シート３０が接着等により貼着されている。意
匠シート３０は、凹部２５，凹部２６及び凹部２８を塞がないように、それらの部位が切
り取られたような円形状に形成されている。食品組付体２０と容器部１５とを連結する上
述のねじはこの意匠シート３０により隠される。なお、図１及び図５では、意匠シートの
図示を省略している。
【００２３】
　玉子部３１は、半割された煮玉子を模した半割楕円球状に形成されるもので、上述した
、ベース部２１に設けられた凹部２５内に載置されている。本実施形態の玉子部３１は、
図４に示すように、上板部３１ｃと下面側部３１ｂとを組付けた中空形状に形成されてお
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り、食事用把持具としてのフォーク８０が挿入される開口部３１ａが、上板部３１ｃを上
下に貫通する細長孔状に形成されている。フォーク８０が開口部３１ａに挿入されると、
開口部３１ａの内周面３１ｄがフォーク８０における後述するフォーク本体部８３の先端
部８３ａと係合し、フォーク８０によって玉子部３１を持ち上げ可能となる。
【００２４】
　ここで食事用把持具としてのフォーク８０は、たとえばポリプロピレン等の合成樹脂か
ら、柄部８１の先端側にフォーク本体部８３を一体的に成形してなるものである。具体的
には、フォーク８０は、後述する麺先端部３４（詳しくは、係合部３６，３６）をなす素
材より弾性変形しやすい素材から形成されている。フォーク本体部８３は、図７に示すよ
うに、先端部８３ａに３本の櫛部８５，８７を備える三股状に形成される。先端部８３ａ
は、玉子部３１の開口部３１ａに挿入された時に、その内周面３１ｄと係合するような外
周側寸法に形成されており、これにより、先端部８３ａが開口部３１ａに挿入されると、
その外周面と開口部３１ａの内周面３１ｄとが係合し、フォーク８０により玉子部３１を
持ち上げ可能となる。
【００２５】
　フォーク本体部８３の先端部８３ａに設けられる３本の櫛部８５，８７のうち、中央に
形成される櫛部８５には、正面から見た際の右側面８５ｂと左側面８５ｃとにおける、先
端８５ａから少し離れた位置に、わずかに窪む凹部８５ｄ，８５ｄが形成されている。そ
して、端側の櫛部８７，８７における、櫛部８５の右側面８５ｂと８５ｃに対向する内周
面８７ｂ，８７ｂには、先端８７ａ，８７ａから離れた、凹部８５ｄ，８５ｄに対向する
位置に、わずかに窪む凹部８７ｃ，８７ｃが設けられている。図３の二点鎖線で示すよう
に、麺先端部３４の後述する係合部３６，３６が各凹部８５ｄと各凹部８７ｃとの間に嵌
まって先端部８３ａと麺先端部３４とが係合するように、各櫛部８７の先端８７ａ近傍に
設けられた各凹部８７ｃの底部８７ｅと櫛部８５の先端８５ａ近傍に設けられた各凹部８
５ｄの底部８５ｆ間の距離は、各係合部３６の外径と略同等に形成される。
【００２６】
　チャーシュー部３２は、薄切りにしたチャーシューを模した略円盤状に形成されるもの
で、上述した、ベース部２１に設けられた凹部２６内に載置されている。チャーシュー部
３２も、上下を貫通するように、細長孔状の開口部３２ａが形成されている。開口部３２
ａは、内周側寸法を、上述した玉子部３１の開口部３１ａと略同等とされ、フォーク本体
部８３の先端部８３ａが開口部３２ａに挿入されると、その外周面と開口部３２ａの内周
面３２ｂとが係合し、フォーク８０によりチャーシュー部３２を持ち上げ可能とされてい
る。
【００２７】
　麺のかたまりを模した麺部３３は、ラーメン型玩具１０の外殻部１７の内周側１７ｂに
元部３３ｂ（図４）側を固定されて収容され、外殻部１７を構成するベース部２１に設け
られた開口部２７に挿通されて、先端３３ａ側が外殻部１７の表面１７ａ側に露出するよ
うに配置されるものである。麺部３３は、食事用把持具としてのフォーク８０と係合して
、あるいは指により把持されてけん引されると、ラーメン型玩具１０の外殻部１７の内周
側１７ｂから開口部２７を経て外方へ繰り出されるように構成されるものである。麺部３
３は、先端３３ａ側において、ベース部２１の上面２１ａ（すなわち外殻部１７の表面１
７ａ）側に露出するように配置される麺先端部３４と、麺先端部３４の下面３４ｂ（図３
，４及び６）から延設され、ベース部２１の下面２１ｂ側に配置される長尺帯状の長尺部
３７と、備えて構成される。
【００２８】
　麺先端部３４は、ＡＢＳ等の硬質合成樹脂から、表面にラーメンの麺を模した凹凸形状
が付された略直方体形状に形成されるもので、下面３４ｂを、上述した食品配置部２３に
形成される凹部２８に嵌まるような略楕円形に形成されている。長尺部３７は、図３に示
すように、麺先端部３４の下面３４ｂの中央から突出して帯状に延びるように形成されて
、上述した細長孔状の開口部２７に挿通され、帯状の長尺部３７に相対して膨出するよう
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に形成される麺先端部３４は、下面３４ｂを、開口部２７の周縁２７ａに係止される係止
部として機能させている。
【００２９】
　麺先端部３４の上面３４ａには、フォーク８０を受け入れ可能に細長孔状に窪む凹部３
５が形成されている。図１から６に示すように、凹部３５の内周側には、幅方向に架け渡
されるように設けられる断面略円形の棒状部３６，３６が２箇所に配置されている。棒状
部３６，３６は、相互に間隔をあけて配置され、これにより、上方から見た場合に、凹部
３５は、フォーク８０の櫛部８５，８７をそれぞれ受け入れる３つの開口部３５ｃ，３５
ｄ及び３５ｅに分割された態様としている。棒状部３６，３６は、フォーク８０の櫛部８
５，８７と係合する係合部３６を構成する。詳しくは、フォーク８０が凹部３５に挿入さ
れる際、端側の櫛部８７，８７は、凹部３５における端側の開口部３５ｃ，３５ｅに、中
央の櫛部８５は、中央の開口部３５ｄに挿入されるが、この時、フォーク８０の櫛部８５
，８７の先端８５ａ，８７ａ側は弾性変形して棒状部３６，３６を乗り越え、図３の二点
鎖線で示すように、棒状部３６，３６がそれぞれ、櫛部８７の先端８７ａ近傍に形成され
た凹部８７ｃと、櫛部８５の先端８５ａ近傍に形成された凹部８５ｄの間に嵌まる。これ
によりフォーク８０における櫛部８５，８７の先端８５ａ，８７ａ側が、麺先端部３４に
設けられた係合部（棒状部）３６，３６に係止され、フォーク８０が麺部３３を持ち上げ
可能となる。なお、麺先端部３４を押さえて、フォーク８０を引っ張れば、フォーク８０
の櫛部８５，８７の先端８５ａ，８７ａ側が再度弾性変形して係合部（棒状部）３６，３
６を乗り越え、フォーク先端８５ａ，８７ａ側と係合部（棒状部）３６，３６との係合が
解除されて、麺先端部３４からフォーク８０を取り外すことができる。
【００３０】
　麺部３３の長尺部３７は、図１（二点鎖線），３および５に示すように帯状に形成され
るもので、先端３７ａ側を麺先端部３４の下面３４ｂ側に連結され、元部３７ｂ（すなわ
ち麺部３３の元部３３ｂ、図４参照）側を、ラーメン型玩具１０の外殻部１７の内周側１
７ｂに配置される、後述する引き込み機構を構成する巻き取り部５０に連結されて、通常
時巻き取り部５０に巻回されている。長尺部３７は、麺先端部３４がけん引された際に、
外殻部１７の外側に繰り出されるように構成されるもので、巻き取り部５０に容易に巻回
可能な柔軟性を有するゴムや合成樹脂から構成されるものである。本実施形態の長尺部３
７は、ポリ塩化ビニルから、麺を模した凹凸形状を付された帯状に成形されている。ポリ
塩化ビニルの他、長尺部３７を構成するのに適した合成樹脂素材としては、例えばシリコ
ーン樹脂，ＳＢＳ樹脂（スチレンーブタジエンースチレン共重合体），ＳＥＢＳ（スチレ
ンーエチレンーブチレンースチレン共重合体），フッ素系樹脂，クロロプレン樹脂，ニト
リル樹脂，ポリエステル系樹脂，エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）等が挙げら
れる。
【００３１】
　ベース部２１の下面２１ｂに組み付けられる巻き取り機構部７０は、外殻部１７の外方
に繰り出された麺部３３を外殻部１７の内周側１７ｂに引き込む引き込み機構を構成する
ものである。本実施形態の巻き取り機構部７０は、長尺部３７を巻き取る巻き取り部５０
と、巻き取り部５０を回動可能に支持する一対の支持板部６１，６３と、ピニオン部６５
と、ラック部６７と、巻き取り部５０を巻き取り方向に付勢する付勢手段としての引張ば
ね６９と、備えて構成される。
【００３２】
　巻き取り部５０は、円筒状の巻回部５０ａと、巻回部５０ａの軸方向における両端側に
配置されるそれぞれ円板状のつば部５０ｂ，５０ｃとを備えて、回転軸５３周りに回動可
能に、一対の支持板部６１，６３に支持されている。麺部３３の長尺部３７は、巻回部５
０ａから延びるように元部３７ｂを巻回部５０ａに固定され、つば部５０ｂ，５０ｃの間
の空間において、巻回部５０ａに巻回される。
【００３３】
　ピニオン部６５は、巻き取り部５０の回転軸５３周りに、本実施形態では一方側のつば
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部５０ｃと一体成形されて、巻き取り部５０と一体的に回転自在に設けられている。
【００３４】
　巻き取り部５０の回転軸５３を支持する一対の支持板部６１，６３は、図５に示すよう
に、相互にねじ（図符号省略）止めされて連結され、それぞれ、食品組付体２０のベース
部２１の下面２１ｂにねじ（図符号省略）等の係止手段により、固定されており、これに
より、巻き取り機構部７０がベース部２１に組み付けられて食品組付体２０を構成してい
る。ピニオン部６５が設けられる巻き取り部５０のつば部５０ｃと隣接する側の支持板部
６３には、図５及び６に示すようにピニオン部６５と噛合するラック部６７が支持されて
いる。具体的には、支持板部６３の内面６３ｃには、ラック部６７の上面側６７ａと下面
側６７ｂとを支持するように水平方向に延びるガイド壁６３ａと６３ｂが他方側の支持板
部６１側に向かって突設されており、ラック部６７は、ピニオン部６５と噛合するように
ガイド壁６３ａ，６３ｂの間の空間に配置され、ガイド壁６３ａ,６３ｂに案内されて水
平方向に往復動作可能に構成されている。
【００３５】
　また支持板部６３には、ガイド壁６３ａ，６３ｂの空間と連通するように水平方向に延
び、内外を貫通するように設けられるガイド孔６３ｇが設けられる。さらに、支持板部６
３における、ピニオン部６５の配置位置から、ラック部６７が長尺部３７の巻き取り時に
移動する方向に離れた側の外面６３ｆ（図５，８及び９）側には、後述する引張ばね６９
の一端６９ａ側が固定される固定座６３ｄが形成されている。さらに、図５及び図６に示
すように、支持板部６１と支持板部６３とはそれぞれベース部２１の貫通孔２９の直下と
なる上部の位置に、内面６１ａ，６３ｃから対向するように突出する突出部６１ｂ，６３
ｈを備える。支持板部６１側の突出部６１ｂは、先端６１ｃから相互に間隔をあけて突出
する２本の棒状の嵌合雄部６１ｄを備え、支持板部６３側の突出部６３ｈは、嵌合雄部６
１ｄが嵌入される嵌合雌部６３ｉを備えて、突出部６１ｂと突出部６３ｈは相互に結合さ
れている。この突出部６１ｂと突出部６３ｈが、麺部３３の長尺部３７が挿通される開口
部２７とその周縁２７ａを構成する開口形成部４１を構成し、２本の嵌合雄部６１ｄ，６
１ｄ間の空隙部４２が開口部２７を構成する。そして、開口形成部４１の上面部４１ａが
、上述した、ベース部２１の上面２１ａ側に形成される凹部２８の底面２８ａを構成し、
底面２８ａは、麺先端部３４の下面３４ｂを係止する係止部４１ａとして機能する。なお
、嵌合雄部６１ｄ，６１ｄには、円筒状のすべりローラー４５，４５が嵌合雄部６１ｄ，
６１ｄに対して回動自在に巻装されている。すべりローラー４５，４５は、麺部３３の長
尺部３７が嵌合雄部６１ｄ，６１ｄ間の空隙部４２、すなわち開口部２７を通ってラーメ
ン型玩具１０の内外を往復動作する際の摩擦抵抗を低減する。
【００３６】
　麺部３３の長尺部３７を巻き取る方向に巻き取り部５０を付勢する付勢手段としての引
張ばね６９は、図６，８及び９に示すように一端６９ａ側を支持板部６３に設けられる上
述した固定座６３ｄに固定され、他端６９ｂ側を、ラック部６７に設けられる可動座６３
ｅに固定されている。本実施形態のラック部６７では、可動座６３ｅは、ラック部６７と
連結されてラック部６７と連動して往復運動する連動動作部９０に設けられる。連動動作
部９０は、図５に示すように、円筒状のスリーブ部９０ａと、スリーブ部９０ａの一端側
から張り出すように設けられる大径のつば部９０ｂとを備えるもので、スリーブ部９０ａ
を挿通されるねじ９２によりラック部６７と連結されて、つば部９０ｂを支持板部６３の
外面６３ｆ側に、スリーブ部９０ａをガイド孔６３ｇを貫通させるように配置される（図
８のＢ参照）。可動座６３ｅは、この連動動作部９０のつば部９０ｂに設けられている。
【００３７】
　このように構成された食事遊び玩具Ｒで遊ぶ際には、遊び手が食品組付体２０のベース
部２１の上面２１ａ側、すなわちラーメン型玩具１０の外殻部１７の表面１７ａ側に配置
された具材部としての玉子部３１やチャーシュー部３２をフォーク８０に係合させて、あ
るいは指で把持して持ち上げて、人形等にあげる真似をする食事お世話遊びを楽しむこと
ができる。また同様に、ラーメン型玩具１０の外殻部１７の表面１７ａ側に露出するよう



(9) JP 2020-171612 A 2020.10.22

10

20

30

40

50

に配置された麺部３３の麺先端部３４を、図８に示すようにフォーク８０と係合させ、ま
たは指で把持して、引張ばね６９の付勢力に抗してけん引すれば、図９に示すように、巻
き取り部５０が、長尺部３７を繰り出す操り出し方向Ｋに回転し、長尺部３７が開口部２
７を経由してラーメン型玩具１０の外殻部１７の外方に繰り出される。このように本物の
ラーメンと同じように麺が伸びてくる様子は遊び手の意表をつき、今までにない態様で遊
び手に驚きや面白味を感じさせることができる。もちろん、繰り出された麺部３３を人形
等にあげる真似をする食事お世話遊びを楽しむことができる。また麺部３３の元部３３ｂ
（長尺部３７の元部３７ｂ）は、ラーメン型玩具１０の外殻部１７の内周側１７ｂにおい
て、巻き取り部５０に固定されており、長尺部３７が外側に繰り出された際にも、麺部３
３がラーメン型玩具１０から完全に外れてしまうということはないから、子供が遊んだ際
にも、誤飲などの問題を起こす虞がなく、安全に遊ぶことができる。
【００３８】
　そして、本実施形態の食事遊び玩具Ｒは、繰り出された麺部３３をラーメン型玩具１０
の外殻部１７の内周側１７ｂに引き込む引き込み機構としての巻き取り機構７０を備えて
いる。麺部３３が繰り出された際には、巻き取り部５０と一体的に回転するピニオン部６
５の回転により、ラック部６７が水平方向に移動して、図８に示すように、引張ばね６９
が伸長状態となり蓄勢されているから、フォーク８０または指によるけん引をやめると、
図９に示すように、引張ばね６９の弾性復元力がラック部６７およびピニオン部６５を介
して巻き取り部５０に伝達され、巻き取り部５０が麺部３３を巻き取る巻き取り方向Ｍに
回転して、麺部３３が自動的に外殻部１７の内周側１７ｂに引き込まれる。これによれば
麺部３３を引き出す動作を続けて繰り返し行うことができるから、麺部３３を人形に与え
る、または自分で食べる感覚を現実に近い態様で味わい、楽しむことができる。
【００３９】
　また上述の実施形態では、引き込み機構が、麺部３３の元部３３ｂ（すなわち長尺部３
７の元部３７ｂ）を固定させて、長尺部３７を巻き取る巻き取り部５０と、巻き取り部５
０の回転軸５３周りに、巻き取り部５０と一体的に回転自在に支持されるピニオン部６５
と、ピニオン部６５と噛合するラック部６７と、ラック部６７を、長尺部３７を巻き取る
方向に付勢する付勢手段としての引張ばね６９と、を備える巻き取り機構７０から構成さ
れている。ラックアンドピニオンを利用した引き込み機構は、組立が容易で、且つピニオ
ン部６５と噛合するラック部６７の移動距離（巻き取り状態におけるラック部６７のねじ
９２の位置と最大繰り出し状態におけるねじ９２の位置との間の距離、図８のＡと図９の
Ａ参照）に比して、繰り出される麺部３３の長尺部３７の長さを長くすることができるた
め、引き込み機構の大きさを抑えつつ、言い換えれば引き込み機構を内蔵する料理玩具の
大きさを抑えつつ、繰り出される長尺部の長さを長くできて、遊び手に面白味を感じさせ
ることができる。
【００４０】
　そのような作用効果を考慮しなければ、引き込み機構を別の機構により構成してもよい
。例えば、巻き取り機構を、ねじりコイルばねの付勢力を利用したものとしたり、あるい
は巻き取り部を設けずに、麺部の元部を、料理玩具内周側において一端側を回転可能に固
定される揺動部材の他端側に連結し、この揺動部材をねじりコイルばねを利用して、麺部
を引き込む方向に付勢するとした引き込み機構として構成したりしてもよい。
【００４１】
　さらに上述の実施形態では、ラーメン玩具外殻部１７の表面１７ａ側に配置される麺部
３３の先端３３ａ側の麺先端部３４が、元部３３ｂ側の長尺部３７に相対して膨出するよ
うに形成されて、その下面３４ｂを、開口部２７の周縁２７ａに係止される係止部３４ｂ
として構成されている。この構成では、引張ばね６９等の付勢手段を利用した引き込み機
構により麺部３３が外殻部１７の内周側1７ｂに引き込まれる際にも、麺先端部３４の係
止部３４ｂが開口部２７の周縁２７ａに係止され、麺部３３全体が外殻部１７内に引き込
まれてしまうという虞がなく、いつでもすぐに麺先端部３４を把持して遊ぶことができる
。
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【００４２】
　さらに上述の実施形態では、食事遊び玩具Ｒは、麺部３３をけん引する食事用把持具と
してのフォーク８０をさらに備え、麺部３３側では、先端３３ａ側の麺先端部３４に、フ
ォーク８０と着脱可能に係合する係合部３６が設けられている。この構成によれば、フォ
ーク８０と麺先端部３４の係合部３６とを係合させて麺部３３を取り上げることができる
から、遊び手である子どもに、食事お世話遊びの際や、さらには自分で食べる真似をする
際にも、手掴みではなくフォークなどの食事用把持具を使うという学習をさせることがで
きる。
【００４３】
　上述した実施形態では、麺部３３の長尺部３７は、柔軟性を有する合成樹脂から形成し
たものとして説明したが、巻き取り部に容易に巻回可能な柔軟性を有するものであれば、
布地や、紐により長尺部を構成してもよい。
【００４４】
　また上述の実施形態では、麺部３３は、長尺部３７と、長尺部３７とは異なる素材から
別体として用意された麺先端部３４とを相互に結合して構成したものとして説明したが、
麺先端部と長尺部とを、柔軟性を有する合成樹脂から一体に形成してもよい。
【００４５】
　また食事遊び玩具Ｒは、図示は省略するが、背景技術において説明したような、例えば
キャベツを模した模擬食品がその先端側に出没可能に内蔵されるような食品内蔵把持具を
さらに備えてもよい。食品内蔵把持具は、その本体の内部に、本体に対して摺動可能に設
けられるスライド部材を備え、模擬食品はそのスライド部材の先端側に配置されるものと
する。この場合には、背景技術において説明した容器体として、ラーメン型玩具（料理玩
具）１０における外殻部１７の内周側１７ｂに、模擬食品が先端部に配置されるスライド
部材と係合して模擬食品を食品内蔵把持具の先端側に引き出す係止部を配置させる。そし
て外殻部１７の表面１７ａ（例えばベース部２１の上面２１ａ）に、食品内蔵把持具と係
止部との相互の接近を許容するような開口部を設ける。そして、食品内蔵把持具をこの開
口に挿入するとスライド部材と外殻部１７内の係止部が係合し、食品内蔵把持具を引き抜
くと、スライド部材が引っ張られて模擬食品が食品内蔵把持具の先端側に引き出され、そ
の出現位置で仮係止されるように構成する。これによれば、食品内蔵把持具を外殻部１７
内に挿入後引き抜けば、模擬食品が食品内蔵把持具の先端側に出現して、料理としてのラ
ーメンからキャベツが取り出されたかのような演出がなされる。そしてこの模擬食品を人
形等の口元に接近させて、模擬食品に押圧力が加えられるようにすると、仮係止が解除さ
れて模擬食品がスライド部材ごと、食品内蔵把持具本体内部に引き込まれるから、人形が
キャベツを食べたかのような演出がなされる。
【００４６】
　食事遊び玩具Ｒにこのような食品内蔵把持具を設けることとすれば、食事用把持具で単
に持ち上げる玉子部３１やチャーシュー部３２、食事用把持具でけん引すると繰り出され
る麺部３３との他の具材部に加えて、また異なった態様で、多様な食事お世話遊びをする
ことができるから、遊び手を飽きさせない。
【００４７】
　なお、模擬食品が出没可能に内蔵される食品内蔵把持具を設ける場合には、食品内蔵把
持具は上述した実施形態で使用される、麺部３３をけん引する食事用把持具（すなわちフ
ォーク）８０とは別体のスプーン等として構成することもできるし、麺部３３をけん引す
る食事用把持具を、内部にスライド部材を配置可能に構成して兼用することとしてもよい
。
【００４８】
　また上述した実施形態では、食器に盛られた料理を模した料理玩具としてラーメン型玩
具を、具材部として麺部を例に採り説明したが、本発明が適用される料理玩具は、これに
限られず、うどん、そば、スパゲティ等、ラーメン以外の麺料理を模したものとしてもよ
い。あるいは、具材部と料理玩具を、麺類以外の、持ち上げると伸びてきたり、尾を引い
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たりするような食材とそれを備えた料理、例えば、溶けるタイプのチーズとピザやグラタ
ン等、あるいは餅と雑煮やぜんざい等、として構成してもよい。そして、それらの具材と
着脱可能に構成される食事用把持具は、フォークに限らず具材を取り上げるのに適したも
の、例えば、箸やスプーンとしてよい。
【符号の説明】
【００４９】
１０…料理玩具（ラーメン型玩具）、１７…外殻部、１７ａ…表面、１７ｂ…内周側、２
７…開口部、２７ａ…周縁、３３…具材部（麺部）、３３ａ…先端、３３ｂ…元部、３４
ｂ…係止部（下面）、３６…係合部、５０…巻き取り部、５３…回転軸、６５…ピニオン
部、６７…ラック部、６９…付勢手段（引張ばね）、８０…食事用把持部（フォーク）、
７０…引き込み機構（巻き取り機構部）、Ｒ…食事遊び玩具

【図１】 【図２】
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